
 

令和３年（2021年）５月10日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第202号 1長　 野　 県　 報

告　示

　地方自治法施行令に基づく収納事務の委託（税務課） …………………………………………………………………… 1

　母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく貸付金の元利償還金及び元利償還金の違約金の収納事務の委託

　（こども・家庭課） …………………………………………………………………………………………………………… 1

　保安林予定森林にする旨の通知（５件）（森林づくり推進課）…………………………………………………………… 2

　保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知（７件）（森林づくり推進課）………………………………… 4

公　告

　特定調達契約に係る一般競争入札（２件）（ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室）…………………………………… 7

　開発行為に関する工事の完了（都市・まちづくり課） …………………………………………………………………… 12

　新和田トンネル有料道路の料金の徴収期間の変更（道路建設課） ……………………………………………………… 12

令　和　３　年
（２０２１年）

第 202 号

５月10日（月）

　 目　　　　　次　 

長野県告示第281号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律

第129号）第13条第１項、第31条の６及び第32条第１項の規定による貸付金（償還がされていない貸付金のうち別に指定す

るものに限る。）の元利償還金及び元利償還金に係る違約金の収納の事務を次のとおり委託しました。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

長野県告示第280号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり収納の事務を委託しました。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

委託を受けた者の所在地及び名称 委託した事務の内容 委託期間

東京都中央区京橋二丁目２番１号 

株式会社さとふる

さとふるサイトを利用して

納付する「ふるさと信州寄

付金」の収納事務

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 

株式会社トラストバンク

ふるさとチョイスサイトを

利用して納付する「ふるさ

と信州寄付金」の収納事務

同上

税　務　課
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森林づくり推進課

長野県告示第283号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　飯田市上村220 の１

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び飯田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

長野県告示第282号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　長野市鬼無里日影字中島1071 のロの２、字直路1608 の２、字上沼1685

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。）

こども・家庭課

１　受託者の所在地

　　東京都港区芝浦三丁目16番20号

２　受託者の名称

　　ニッテレ債権回収株式会社

３　委託期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで
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森林づくり推進課

長野県告示第284号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　佐久市志賀字下小倉3114 の１

２　指定の目的

　　土砂の崩壊の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び佐久市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第285号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　	　北佐久郡軽井沢町大字茂沢字豆棚692 の１・693 の１・694 の１・701 の１・703 の１・704 の１（以上６筆について次の図に示す

部分に限る。）、695、698、699、705、707 の１、707 の２

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び軽井沢町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

森林づくり推進課



4 令和３年（2021年）５月10日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第202号長　 野　 県　 報

森林づくり推進課

長野県告示第287号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　松本市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び松本市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第288号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　上田市（次の図に示す部分に限る。）

長野県告示第286号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　下伊那郡大鹿村大字鹿塩2832 の１、2836、2838 の４、2839 の１、2839 の４

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び大鹿村役場に備え置いて縦覧に供する。）
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森林づくり推進課

長野県告示第289号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　岡谷市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　岡谷市（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び岡谷市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　上田市（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び上田市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

長野県告示第290号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　飯山市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備
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森林づくり推進課

長野県告示第291号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　上伊那郡南箕輪村（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び南箕輪村役場に備え置いて

縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第292号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　木曽郡木曽町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　木曽町（次の図に示す部分に限る。）

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　飯山市（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び飯山市役所に備え置いて

縦覧に供する。）
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森林づくり推進課

長野県告示第293号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　木曽郡南木曽町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　南木曽町（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び南木曽町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

森林づくり推進課

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び木曽町役場に備え置いて縦

覧に供する。）

公告

　次のとおり総合評価一般競争入札に付します。

　　令和３年５月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　入札に付する事項

　(1)	調達をする役務

　　　第４期長野県高速情報通信ネットワーク整備事業業務　一式

　(2)	役務の特質

　　　入札説明書によります。

　(3)	履行期間

　　　契約締結日から令和９年６月30日まで

　(4)	入札方法

　　ア	　価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式（総合評価一般競争入札）によ


